
【
生
花
教
室
】

○
日
時　

月
２
回

　

第
１
・
３
水
曜
日

　

午
後
７
時
か
ら
９
時
ま
で

○
費
用　

教
材
費
に
つ
い
て
は
実
費

　
（
１
回
８
０
０
円
程
度
）

○
募
集
人
数　

10
名

※
は
さ
み
等
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
親
子
ヨ
ガ
教
室
】

○
日
時　

月
２
回

　

第
１
・
３
火
曜
日

　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

○
費
用　

無
料

○
募
集
人
数　

20
組
（
親
子
）

※
共
通
事
項

・
受
付
期
限　

３
月
25
日
㈬
ま
で

・
対
象
者　

町
内
在
住
・
在
勤
者

・
開
講
期
日　

４
月
か
ら
（
予
定
）

　

な
お
、
定
員
に
満
た
な
い
場
合

は
、
開
講
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

☎
（84）
３
５
９
５
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広　告　募　集

▪
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
講
座

生
募
集

（
総
務
課
）

道
路
沿
い
の
枝
葉
剪

定
の
お
願
い

 

車
道
や
歩
道
の
一
部
に
お
い
て
、

樹
木
の
張
り
出
し
や
雑
草
な
ど
の

繁
茂
に
よ
る
通
行
の
妨
げ
、
防
犯

上
危
険
な
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。

　

枝
の
張
り
出
し
が
原
因
で
車
両

や
歩
行
者
に
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、
樹
木
の
所
有
者
が
責
任
を
問

わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

樹
木
の
所
有
者
の
皆
様
は
、
日

頃
か
ら
樹
木
の
伐
採
ま
た
は
枝
払

い
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
普
段
の
管
理
に
加
え
、

強
風
や
大
雨
、
積
雪
の
後
は
特
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

　

町
道
：
五
霞
町
役
場

　
　
　
　

総
務
課
・
建
設
環
境
課

　

☎
（84）
１
１
１
１
㈹

　

県
道
：
茨
城
県
境
土
木
事
務
所

　
　
　
　

管
理
課

　

☎
（87）
１
３
３
２

平成21年
４月１日より

茨城県からのお知らせ

　市町村合併の進展や、高速道路網・情報通信手段の整備状況などの社会の変化に対応して、地方
総合事務所など県の出先機関を再編します。

※それぞれの事務所の所在地や担当窓口・連絡先、担当業務（本庁集約分含む）など詳しくは、3月頃に県広報紙等でお知らせします。

県の出先機関が変わります！

　地方総合事務所を廃止し、県民サービスや現地性の
高い業務を行う県民センターを新たに設置します。

　これまでどおり県税の賦課徴収全般を行う県税事務
所と、窓口収納等の住民サービス業務及び賦課業務の
一部を行う支所に再編します。

　地方総合事務所農林部門、地域農業改良普及セン
タ−及び土地改良事務所を再編統合し、農林関係出先
機関が一体となって農林業を振興する農林事務所を新
たに設置します。

　検査部門、総務部門及び管理部門の一部を集約した
土木事務所と、現地性の高い業務を行う工事事務所に
再編します。

■県民センターの設置

■県税事務所の再編

■農林事務所の設置

■土木事務所の再編

新しい窓口はこちら

県民相談、建築確認など 県西県民センター

県西県民センター

筑西県税事務所（境支所）

境工事事務所

県西農林事務所　　　　　　　　　　

生活保護、母子寡婦自立支援など

農林業の振興、農地転用許可など

県税の収納、納税証明など

工事の入札・執行、占用許可など

（営農相談など：坂東地域農業改良普及センタ−）
（土地改良など：境土地改良事務所）

➡
➡
➡
➡
➡


